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Abstract

The purpose of this paper is to introduce the way of leading a case meeting based on the

Problem Solving Model that the author is currently using as special education coordinator

training. The Problem Solving Model of Minneapolis public school which was introduced by

the author in his book and paper presentation in 2005 was a useful tool of solving the many

problems that occurred in Special Education in Japan. It was found out that the said tool

helped the instruction of the individual child after a meeting with the teacher of the Board of

Education and teacher in a graduate school. In order for the case meeting to be utilized

thoroughly by the teachers and in many schools, the author presented some considerations

and concepts on the basis of the results found after the recently conducted training. The

school which used the case meeting will have an advantage in finding additional ways of

solving school-related problems. In this article, the author considered the significance of the

case meeting from the viewpoint of the agreement with the Response to Intervention (RTI)

in the United States and Japanese problems with regards to RTI.

Key words : case meeting, Problem Solving Model, teacher training, Response To

Intervention

Ⅰ. はじめに

１．課題解決モデルとの出会い

筆者は，県による学習障害等支援体制推進事業の

開始とともに，専門家チームあるいは巡回相談員と

して，県内の小中学校に訪問してきた．その際，学

校で特別支援教育の支援体制を構築するときに，教

員による様々なバリアがあることが明らかとなった．

たとえば，「特別支援教育のために人が配置されて

いないからしない・できない」「障害のある子どもの

ことは，特別支援学級担任や専門家に任せておけば

よい」などの言葉や，「担当しているクラスには気に

なる子はいない」として，子どものニーズが担任に

よってもみ消されている現状，さらに発達障害の診

断名がある子には手厚く対応されているのに，軽度

（中には中度）知的障害がある子に学級担任の配慮

だけの支援しかないなどの問題があった．また，学

校システムのバリアとして，巡回相談に行くと軽い

ケースから重いケースまでが一緒くたにあがってく

る状況があり，筆者は校内でケースの重みづけ（自

分たちで解決できる問題，あるいはさらに外部の助

言を受けたい等の区別）の必要性を感じた．

そこで，どのようにしたら校内支援体制をうまく

機能できるかについて模索していた2003年に，筆者

は文部科学省海外動向調査によって，客員教授とし

てミネソタ大学で２か月間の研究が認められた．ミ

ネソタ大学は，1996年から1997年に文部省在外研究

客員研究員として滞在していた場所であり，今回も

ミネソタ大学のStanley Deno教授とJames Yssel-

dyke教授の下で研究することができた．Deno教授

にわが国の特別支援教育の現状を話したところ，

Minneapolis公立学校が問題解決モデルを用いて成

果を上げていることを紹介された．そこで筆者は，

Minneapolis公立学校のDouglus Morston博士と

Matthew Lou博士に面接調査を実施した．帰国後，

―33―

熊大教育実践研究 第31号，33−42，2014

熊本大学教育学部特別支援教育学科



筆者はわが国においてもMinneapolisと同様な特別

支援教育に照会するためのシステムの必要性から，

著書（干川，2005）や論文（干川・Deno, 2005）に

よって問題解決モデルを紹介した．

２．課題解決モデルの静かな反響と広がり

筆者は，わが国でもMinneapolis公立学校で取り

組んでいる問題解決モデルを実施できないかと考え，

様々な機会を利用して問題解決モデルに基づくケー

ス会議の進め方について講義を行ってきた．特に筆

者は，市や県の特別支援教育コーディネーター研修

で，ここ何年か問題解決モデルによるケース会議の

演習を行ってきた．参加者の感想から，わが国にお

いても問題解決モデルの導入が，特別支援教育にか

かわる問題を解決するために有効であることが明ら

かとなった．また，現職派遣の大学院生は，所属校

を中心に問題解決モデルによるケース会議を実施し，

特別支援の対象児だけでなく多くの子どもたちの支

援においてもケース会議が有効なことを実証した

（稲葉，2009；丸目，2012）．

３．本稿の目的

本稿では，これまで筆者がコーディネーター研修

会等の演習で用いた手順を紹介する．問題解決モデ

ルに基づくケース会議は，県内では少しずつ認識さ

れるようになってきた．その一方で筆者は，活発に

行われていた学校で担当者が移動になるとケース会

議が下火になってしまうことを経験した．したがっ

て，問題解決モデルに興味をもつ教師が容易にアク

セスできる手順書の作成が必要であったことから，

本稿ではそれまでの演習内容をまとめて「コーディ

ネーターによるケース会議の進め方」として公開す

ることにした．

なお，これまでMinneapolis市の用語をそのまま

日本語訳にして「問題解決モデル」という用語を用

いてきたが，子どもが問題とはけしからんといった

不毛な議論にさらされることを避けるため，本稿で

は「課題解決モデル」という用語を用いることにし

た．原語は，problem solving modelであることを記

しておく．また，本稿では紙面が限られているので，

課題解決モデルそのものの説明については先行文献

（干川，2005；干川・Deno，2005）を参考のこと．

Ⅱ．課題解決モデルに基づくケース会議の進め方

１．課題解決モデルに基づくケース会議の意義

ケース会議を実施するに当たってコーディネー

ターは，まず参加メンバーの間でケース会議の意義

について共通理解を図る．大切なことは，①対象児

の支援（明日からすべきこと）について話し合うこ

とができること，②PDCAのサイクルの中で，その

子どものもつ特別な教育的ニーズを明らかにできる

こと，③いろんな工夫や配慮をグループで話し合う

ことが学校のもつ課題解決力を高めること，である．

①をあげたのは，これまでの校内委員会では時間の

制約から共通理解で終わってしまって解決策まで検

討できないが，課題解決モデルでは解決策まで検討

できるというメリットをもつからであった．③は，

対象となっている子どもの支援をグループで検討す

ることが，参加者の支援技術の向上につながるから

であった．

２．ケース会議でのコーディネーターの構え

ケース会議に臨むコーディネーターの構えとして，

これまでの演習の感想や協議から以下のことがあげ

られる．

１）場を仕切ること

コーディネーターの特権は，その場を自由に仕切

れることである．言い換えると，ケース会議がうま

くいくかどうかは，コーディネーターの進め方にか

かっている．また，コーディネーターのタイムキー

パーとしての役割も重要である．コーディネーター

はあまり場の流れに任せすぎると，時間がかかった

り進行がうまくいかなくなったりする．逆に，時間

通りにきっちりとしようとすると，協議が深まらず

に終わってしまう．したがって，コーディネーター

は，ファシリテーターとして話題が逸れそうなとき

には，逸れないように軌道修正をしないといけない．

換言すれば，参加者が「やらせ」と感じることなく，

話し合いにチームの一員として参加したという実感

を持てることがポイントになる．

２）仕切ろうとせずにメンバーに返すこと

コーディネーターが場を仕切って，意図的に方向

づけようとすると，参加者が協議に参加できずか

えってうまく進まないときがある．そのようなとき

にコーディネーターは，一人で孤軍奮闘しようとせ

ず，なるべく出た意見をそのまま参加者に返すよう

にする．わからないことであれば余計に参加者にそ

のまま返すことで，問題が明確となり解決策が広が

ることになる．したがって，コーディネーターは出

た話題についてまとめようとせずに，話題をその都

度グループにうまく返すようにする．

３）コーディネーターもメンバーの一員

コーディネーターはメンバーの一員であるので，

協議の中で意見があれば意見を述べることができる．

ただし，コーディネーターは，意見を抽出する役割

特別支援教育の校内支援体制の充実
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であることを心に留め参加者の意見が出るのを待っ

て，出ないときに発言するなど状況をみて発言する

ことが必要である．

３．ケース会議までのコーディネーターの取り組み

ケース会議までにコーディネーターは，以下のよ

うな準備をしておく必要がある．

１）話し合いの場の設定

まずコーディネーターは，話し合いの場を堅苦し

くなく，参加者にとって発言しやすい雰囲気作りが

必要である．具体的にはお菓子やお茶を用意したり，

全員が黒板（ホワイトボード）に向かって半円形に

着席するなど，顔がみえるように席の配置を工夫し

たりすることである．従来の校内研修では，最初や

最後に管理職による「はじめの挨拶」や「講評」な

どが設けられている．しかし，ケース会議は参加者

すべてが対等なチームの一員であることを強調する

ために，そのような挨拶は行わないようにする．あ

る学校の研修では，最後にケース会議の意義をわ

かっていない校長がケース会議を否定することを

言ってしまったために，せっかくのケース会議が台

無しになってしまったことがあった．ケース会議が

うまくいったか否かは，実際に児童生徒を支援して

みないとわからない．ケース会議の評価は，参加者

一人一人が決定することであり，管理職が評価する

ような類のものではない．

実施にあたって，学級担任はＡ４版１枚程度のプ

ロフィールシート（干川，2005を参照）を用意して

おく．詳細は話し合いの中で確認すれば良いので，

このときにコーディネーターはプロフィールシート

の最低限の事実確認に留める．なお，学級担任はプ

ロフィールシートにはなるべく解釈は避けて，事実

を記載する．

コーディネーターは，記録するために黒板やホワ

イトボードを用意する．課題解決モデルによるケー

ス会議のメリットは，その場でコーディネーターが

意見を聞きながら記すことで，参加者のつぶやきを

残せる点である．話し合いのプロセスが黒板に残る

ことで，参加者は話し合いの流れを視覚的にも理解

しやすい．

２）ブレインストーミングであることの周知

会議の中で，参加者がお互いに発言を躊躇したり

他者の発言を否定したりすると，どうしても思った

ことを表出できなくなる．また，教師の教え方を評

価したり評価されたりする場として構えてしまうと，

課題解決モデルによるブレインストーミングの良い

部分が生かされなくなってしまう．そうならないた

めには，参加者が構えずに自由な気持ちで参加でき

ることが必要である．

そのための対応策は，例えば「Ａ君が少しでも授

業に参加したり，授業内容を習得できるように話し

合いましょう．」など，ケース会議の目的を参加メン

バーで確認し，参加者どうしの契約を結ぶことであ

る．筆者は，必要なら「同じ船のクルー」の話（干

川，2005）を読み上げることもある．ポイントは，

思いついたことは誰でも話してかまわず，誰もが専

門家であるとの意識の醸成である．

コーディネーターは進行するときに，事例提供者

にとって過去や現在の取り組みを批判されていると

受け止められるようなメンバーからの発言内容につ

いては，言い直す必要がある．素朴な疑問から「な

ぜ座席を工夫しないのか」や「座席を工夫したのか」

などの発言は，事例提供の学級担任によっては，自

分のこれまでの取り組みについて批判されていると

受けとめられることがある．そうならないためには，

未来志向の話合いが必要である．コーディネーター

は，具体的に「座席を工夫してみたらどうか」とい

うように，なるべく質問ではなく代案を提案するよ

うに促すことである．

また，コーディネーターはブレインストーミング

であることを参加者に十分に周知し，否定的な発言

をすぐに修正するようにする．具体的には，「〇〇

先生はこう言うけれど，私はこう思う．」ではなく，

「〇〇先生のお話を聞いて，さらにこう思いました．」

などの形で言い直すことで，事例提供者の抵抗をな

るべく少なくすることができる．

悪い例は，意見があまり出ないときに，コーディ

ネーターがすぐに引き受けてしまうことである．あ

くまでも意見を絶えず参加者に返し，参加者から意

見が出てくるのを待って記録することがうまくいく

ための秘訣であろう．どうしても具体的な解決策が

出ないときには，次回までに情報を収集するという

解決策もあってもよい．

３）支えているというメッセージを促す

事例提供者にとってケース会議は，自分の日頃の

指導を参加者にさらけ出すようで不安の高い場であ

るに違いない．不安をなるべく少なくするためには，

参加者が事例提供者に対して，味方であるという

メッセージを送り続ける必要がある．参加者は，発

言に対して肯定的にフォローすることも大事である

が，言語化しなくても非言語的な態度や表情でも十

分に支えているというメッセージを送ることはでき

る．具体的には，報告を聞くときや発言を聞くとき

に，笑顔でうなづくことである．それだけでも自分

はあなたの味方であるというメッセージを送ること

ができる．したがって，コーディネーターは参加者

干川 隆
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に笑顔でうなづくように促す．その結果，事例提供

者は事例を提供してよかったと思えるに違いない．

Ⅲ．課題解決モデルの手順に従った解説

（資料１を参照）

ステップ０：プロフィールシートに基づいた事実確認

まず，参加者は担任から児童生徒の概要をプロ

フィールシートに基づいて説明を受ける．その中で

ポイントになるのは，学力と行動の確認である．学

力の確認は，学習障害か否かを判断する上で，学力

のつまずきを評価する必要があるからである．なぜ

なら，学力のつまずきが学習障害による認知的なア

ンバランスさによるのか，知的障害による全般的な

知的発達の遅れなのかによって，対応策が異なるか

らである．特に，教科については，教科内の領域の

現在の達成レベルを明らかにする必要がある．行動

の確認は，課題と思われる行動の様式と頻度や程度

を明確にすることである．ある行動がほぼ毎日起

こっている行動なのか，学期に１回程度のものなの

か，他の子どもに危害を加えるものなのかなどに

よって，対応するべき優先順位は異なる．

次に必要な確認事項は，形成的評価の結果である．

担任はこれまでにいろんな解決策を試みているので

あり，これまでの支援によってどの課題が解決でき，

どの課題が未だ残っているかがわかると，解決策と

して支援する際の有力な情報となる．したがって，

かかわりによってその行動が増えているのか減って

いるのかについて，回数の変化等を参加者が共通に

理解しておく必要がある．

ステップ１：課題は何か？

１）課題を特定する

ステップ１ではまず，その子にとっての課題を特

定する．同じ子どもでも，教師によっては学習のつ

まずきを課題として挙げる者もいれば，友だちとの

関係を課題として考える者もいる．あるいは，行動

上の問題を課題ととらえる者もいる．つまり，その

子のどの行動や学習の問題を課題と見るかは，教師

によってまちまちであり，課題のとらえ方は人それ

ぞれである．そこで，課題解決モデルに取り組むに

あたり，まず課題を共通理解することが必要である．

なお，ここでの課題は，あくまでも解決することに

よってその子が授業に参加できたり授業内容を習得

できるものであって，その子を「課題の子」として

捉えることではない．

課題を考えたときに，「保護者の育て方」や「教師

の教え方」を課題と言う人もいる．しかし，多くは

解決につながらない言い訳にすぎない．その点を避

けるためには，課題を考える際の主語をあくまでも

対象児として考えるように促すことである．

なお，よく起こる問題は，出てきた項目をさらに

大きな抽象的な概念でくくろうとすることである．

たとえば，「これとこれはコミュニケーションの問

題だから，コミュニケーションとしよう．」などであ

る．抽象的な言葉をつけてしまうと，その言葉が一

人歩きしてしまい，具体的な解決策に結びつかなく

なってしまう．そのためには，出てきた項目をまと

めないで，なるべく具体的な項目のままに残して次

の段階に進むことである．

２）優先順位をつける．

課題を数個あげることができたら，課題に優先順

位をつける作業に移る．課題の優先順位をつけると

いう活動を入れたのは，その決定過程の中に参加者

の思いを反映することができるからであった．例え

ば，担任にとって学習面のつまずきよりも行動面の

つまずきをまず解決したいのであれば，その項目が

優先順位の一番になるであろう．

教師の中には，まじめに考えすぎてなかなか優先

順位を決められない人がいる．そのときにコーディ

ネーターは，「優先順位は，時間があったときに話し

合う順番と思って，あまり難しく考えないで．」と教

示することも必要である．

ステップ２：なぜその「課題」が生じるのか？

ステップ２ではステップ１で選んだ優先順位の高

い順に，課題の原因を推測することになる．１授業

時間（50分程度）の話合いであれば，優先順位の１

番と２番の課題を協議できるであろう．協議の中で，

原因の推測よりも解決策が先に浮かぶこともあるの

で，ステップ２とステップ３を同時に話し合う方が

よい．ステップ２で話し合いを進めていく上で，以

下の７つのポイントをコーディネーターが押さえて

おくことは重要であろう．

１）原因は仮説の推定であり，やってみないとわか

らない．

原因の推測は，あくまでも仮説づくりであり，実

際にやってみないとその仮説が妥当なのかどうかは

断定できない．したがって，ステップ２では原因を

断定するというよりも仮説をつくる作業として，

コーディネーターは参加者に理解を促す．良い教示

の例として「ひょっとしたら，〇〇なのではない

か？」などあくまでも推論であることを印象づける

意見の伝え方をすることで，参加者が発言しやすく

なる．
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２）仮説は入れ子構造になっている．

心理学のテキスト（河合，1967）に出てくるよう

に，原因は単純なものではなく，入れ子構造になっ

ている．たとえば「ケンカをして家を飛び出した恋

人が，車を運転していて，スピードを出しすぎてカー

ブを曲がりきれず，センターラインをオーバーして，

ガードレールに接触後，谷に転落して頭部を強打し

て，心肺停止で死亡した．」という状況があったとす

る．恋人がなぜ死んだのか，あるいはその原因は何

かと聞かれたときに，残された者の気持ちとしては，

「けんかをしなければ良かった」，「車を運転させな

ければ良かった」と自分がかかわれる範囲での原因

の推測であろう．恋人にとっての思いは，「心肺が

停止しなければ良かった」，「頭部を損傷しなければ

良かった」，「道路にカーブがなければ良かった」，「ス

ピードを出さなければ良かった」ではないはず．

したがって，たとえば課題が「授業中に立ち歩く」

としたときに，その原因を「親のしつけがなってい

ない」，「ADHDだから」と推測しても解決にはつな

がらない．大切なことは，課題の原因をそのように

推測することで課題を解決できるかである．

３）原因の推測は解決するための仮説を生み出すもの．

課題が具体的であればあるほど，解決策も具体的

なものとなる．解決できない原因（ADHDだから，

アスペルガー症候群だから）を推測しても，無意味

である．むしろ学校場面では，何もしないことの言

い訳として，解決できない原因に帰属することが多

い（ただし，虐待などの教師だけで解決できない問

題があることもあるが）．したがって，原因の推測が，

解決するための仮説を生み出すものであることを周

知させる必要がある．

４）原因の推測には障害像を想定することも大切．

原因の推測に当たっては，その課題が学習障害な

どの発達障害を想定するか，心理的な問題として想

定するかによって，解決策は異なる．そのためには，

発達障害についての基礎知識等についての研修は必

要である．対象児を発達障害として捉えることで，

参加者はより具体的な解決策を考えることができる

であろう．ただし，ここでの目標はあくまでも支援

策を考えるための障害の想定であり，障害のラベル

を貼って排除しようとすることではない．

５）１度の会議で解決できるとは限らない．

従来の専門家のコンサルテーションの会議では，

助言により，すべての課題が１度に解決できるとの

錯覚があった．しかし，１度の会議ですべての課題

が解決できることはあり得ず，評価を受けたらさら

なる会議が必要である．また話し合う中でさらに情

報の収集が必要となることもある．したがって，さ

らに情報を集めることが必要であるならば，そのこ

とを参加者が共有することが大切である．たとえば，

認知的なアンバランスさについて質問があったとき

に，これまでそのような観点で見てなかったので次

回までに情報を収集する，という解決策も当然あり

うる．そのような対応は，現実的であろう．

６）原因の推測に参加者のもつノウハウが生かされる．

原因を推測するということは，それぞれの教師の

もつ枠組みで考えることになる．行動分析の枠組み

に立つ人は行動分析の観点から，また認知論的な考

え方に立つ人は認知的なアンバランスさの観点から

原因を推測するのであろう．したがって，話し合い

には，同じ集団というよりもいろんなバックグラウ

ンドをもつ人が参加できれば，より多面的な解決策

を考えることができる．そのため，筆者はコーディ

ネーター研修の最初のところで，行動理論や認知理

論に基づく支援の例を紹介するようにしている．さ

らに行動理論や認知理論だけでなく，学級経営，生

徒指導，教科教育の視点，臨床心理学の視点などが

あると，課題の原因をより多面的に推論するこがで

きる．その結果，より幅広い解決策を提案すること

ができるであろう．

７）良い取り組みは評価されるべき．

学級担任は，気になる子どもの学習のつまずきや

行動の問題について，試行錯誤を繰り返してきた．

すでに取り組んできた良い試みについては，参加者

からポジティブに評価されるべきである．これまで

の対応が良い試みかどうかは，課題となる行動の減

少や学習成績の改善，さらに授業への参加などから

判断できる．したがって，もしも気になる行動が

減ってきていたり，学習内容をうまく習得し，授業

に参加できるようになっているのであれば，参加者

は学級担任によるその試みを高く評価するべきであ

る．

ステップ３：解決策を考える

ステップ２とステップ３の協議は，同時に進める．

コーディネーターは対応関係がわかるように原因と

解決策を線で結ぶと，参加者は原因と解決策を対応

させやすくなる．実施に当たっては，次の５つがポ

イントとなる．

１）支援と能力との関連から対応を考えること

ステップ３は，解決策を考えることである．解決

策は，①環境が整えるべき支援と②本人に身につけ

て欲しいスキルや能力の観点から考えると考えやす

い．具体的には，人とのかかわり方（ソーシャルス

キル・トレーニング）の指導であれば，それを誰が

いつどこで行うかを具体的に示す．
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２）具体的な解決策であること

評価の観点から解決策は，具体的なものでなけれ

ばならない．抽象的なままだと支援によって課題が

解決できたかどうかが評価できなくなってしまう．

また，このケース会議が終わって，明日から（今す

ぐから）誰が何をするかまで具体的に示す必要があ

る．その際，コーディネーターはMinnneapolisの問

題解決モデルのように，「担任一人でできる配慮」

「チームによる取り組み」「専門家を含めた取り組み」

に分けて協議するのも良いかも知れない．

３）ブレインストーミングであること

解決策を考える上で，すでにたいていのことは学

級担任によって試みられているので，今までにない

新しいアイディアや観点が必要となる．そのために

は，思いつきでもかまわないので，他の人の意見に

付け加えてさらに新しい解決策を提案するようなブ

レインストーミングの徹底が必要であろう．出てき

たアイデアについては，必要に応じて優先順位をつ

けるなど，どの程度実行可能なのかを評価すること

も必要である．

４）人任せの解決策からの脱却

課題解決モデルの利点は，専門家などの人に任せ

ておけば解決できる，あるいは逆に人が配置されな

いから解決できないなどのバリアから脱却すること

である．そのためには，各人が何をするかを具体的

に決めることが必要である．ステップ２で原因を推

測することは，同時に解決策を考えることにもつな

がる．ステップ２で意見を言った人は，解決策にも

積極的に関与することになる．話し合いに関与する

ことは担任任せに終わらず，参加している同学年の

教師や特別支援学級の教師が支援に積極的に関与す

ることにつながる．

したがって，チームで関与するにしても，具体的

に誰がどこまで支援するのかを明らかにしておかな

いと評価につながらず，「有意義な会議だった」とい

う印象だけで終わってしまうことになる．そうなら

ないためにはコーディネーターは，各人がどのよう

に対応するかを明確に記す必要がある．特に，保護

者などのミーティングに参加していない人に協力を

求めるのであれば，コーディネーターは誰がその人

にコンタクトを取るかを明らかにする必要がある．

５）一人の児童生徒でも，教科や単元によって支援

は異なる．

同じ対象児でも，すべての教科や領域で遅れてい

るということはあまりない．特に発達障害の場合に，

算数で計算は学年相応であるのに，図形や量やかさ

になると２学年遅れというように，一人の児童生徒

でも教科や領域によって必要とする支援の量は異

なっている．したがって，支援を必要とする児童生

徒に対してどの教科のどの領域を指導するときに，

どこまで配慮や支援を実施するかを記した個別の指

導計画を作成することは重要である．

解決策を考える上で，対象児の授業への参加と習

得という観点は重要である．学習内容の完全な習得

は難しいとしても，授業にその子なりに参加して意

見を言い，その意見により他の児童生徒の理解が深

まるのであれば，対象児にとって通常の学級に在籍

する意義がある．障害があったとしてもどの子も学

級内で認めて欲しいという欲求をもっている．その

一方で，参加できれば習得できなくても良いという

ことはない．コーディネーターは，個別指導場面等

を設けて対象児の授業内容の習得をどこかで保障す

る必要があろう．

ステップ４：評価

課題解決モデルでは，実施後の評価が重要になる．

Minneapolis公立学校では，指導を８週間実施した

後に評価することになっている．しかし，わが国で

は学期の最初と学期の終わりのような３ヶ月の期間

が良いようだ．３ヶ月後に再度ケース会議を実施し

て，その手立てがうまくいったかどうかについて評

価する．その際に，課題が解決できたかどうかをで

きるだけ明確に評価する必要がある．目標が具体的

であればあるほど，〇か×かの明確な評価が可能と

なる．よくあるのは，記述的な評価で条件付きで〇

といった内容であることが多い．それでは課題が解

決したのかしないのかわからなくなってしまう．で

きるだけ〇か×によって評価するようにする．もし

〇であれば，その支援を継続して続けることになる．

×であればステップ２の仮説の推測段階で間違って

いるのか，仮説は合っているがステップ３の具体的

な手立てが間違っているのかを明らかにする．達成

できなかった原因を明確にできれば，これからの具

体的な手立てを作成する際の大きなヒントになるで

あろう．

解決できなかった問題はそのまま放置するのでな

く，さらに次の解決策を考えていかなければならな

い．計画―実施―評価のサイクルができることに

よって，気になる問題をなるべく早期に解決するこ

とができる．なるべく早期に対応できれば，その後

にかかるであろう支援のためのコストを削減するこ

とができる．

なお次の会議からは，ステップ２を省略できる．

次の会議で，ステップ１として支援によって解決さ

れた課題と残っている課題とを区別し，ステップ３

で解決策についてのブレーンストーミングを実施す
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ることができれば，会議の時間を大幅に削減するこ

とができるであろう．

Ⅳ．課題解決モデルを学校で実施する際の注意点

１．学校という組織の練習が必要．

課題解決モデルは，結果として学校のもつ課題解

決力を高めるためのものである．そのためには，学

校としての課題解決力を高める練習が必要である．

これまでのコーディネーター研修の結果をみると，

課題解決モデルによるケース会議の研修を受けた教

師が，学校に帰ってすぐにまずニーズの高い難しい

ケースから取り組もうとしてうまくいかないとの報

告を受ける．課題解決モデルは，スキルを身につけ

ることとよく似ており，まずはやさしい課題で練習

をして，教師が学校という組織の中でうまく対応で

きたという自信を積んでから，さらに難しい課題に

取り組むことが必要であろう．したがって，いきな

り難しく自分たちでは手に負えない事例から始める

のは避けて，まずは，自分たち対応できそうな事例

から取り組むべきであろう．その積み重ねで様々な

事例に取り組むスキルを身につけてから，これまで

対応に困っている難しい事例へと取り組んでいくべ

きである．

２．必要なときには専門家を

課題解決モデルは，自分たちで何でもやらなけれ

ばならず，加配の教師や専門家を否定しているとの

批判を受けることがある．しかし，その批判は誤り

である．課題解決モデルでは，必要ならば教師の配

置や専門家の助言を受けなければならない．ポイン

トは，学校内にある資源をまず活用しようとするこ

とである．学校内に様々な知識や経験をもつ職員が

おり，その人たちの知識や経験を集約することがで

きれば，多くの課題を学校内の力で解決することが

できる．

つまり，大切なことは学校として解決を試み，そ

の結果，どこまで学校の中で解決できたか，さらに

この部分について解決策を得たいので専門家の助言

を得たいかという区別を行うことである．その結果，

外部からのコンサルテーションをより有効に活用す

ることにつながり，結果として特別支援にかかわる

予算を削減できるであろう．

３．保護者をどの段階で含めるか．

本ミーティングに残された課題は，保護者をどの

段階でこのケース会議に加えるかということである．

熊本大学教育学部附属特別支援学校（以下熊大附特）

の地域支援部の教師が，小学校に支援したときにこ

の課題解決モデルに基づいて保護者を含めて話し合

いを実施した．その結果，小学校においてケース会

議を実施する際に，最初から保護者を含めることが，

むしろ教師と保護者との意見の食い違いを防ぐこと

につながるとのことであった．

また熊大附特では，平成16年度から支援者ミー

ティングを実施し，保護者を含めて参加者から好評

を得ている．その成果を踏まえると，課題解決モデ

ルでも保護者を早期から含めることは有効であるに

違いない．その理由として，課題解決モデルが保護

者の育て方が悪いなど問題の原因となる犯人を探す

ものではなく，前向きにこれからどのように解決策

を行うか，またあくまでも原因を推測することであ

る点，さらにわが子に対してたくさんの教師が集

まって建設的な話し合いを行っている点が，保護者

にとっても受け入れやすいと筆者は考える．

したがって，早い段階から保護者も含めたケース

会議は，参加者が連携協力するためにも有効であろ

う．

４．ケース会議の記録を個別の指導計画として．

現在，さまざまなガイドブックや県教委のウエブ

サイトでも個別の指導計画の様式が公開され，市町

村によってはそれをそのまま個別の指導計画として

作成することが推奨されている．しかし，公開され

ている個別の指導計画のいずれも特別支援教育側が

作成したものであり，本来であれば特別支援学校や

特別支援学級で活用するための様式である．多忙な

通常の学級担任にとって，学級全体の児童生徒の授

業に加えて個別の指導計画の作成は困難である．提

案されている個別の指導計画は，よっぽど特別支援

教育を勉強してきた「マニア」でないと難しく，た

とえ記入したとしてもほとんど活用は困難であろう．

文部科学省は個別の指導計画の様式を紹介はしてい

るが，用いることを強いてはいない．文部科学省の

定義に基づけば，個別の指導計画には，児童生徒の

実態と長期目標，短期目標，指導の手立てが含まれ

ていれば良い．したがって，課題解決モデルのケー

ス会議の結果として黒板やホワイトボードに作成さ

れたステップに基づく支援の計画は，用紙に書き写

せば（デジタルであれば，そのままプリントアウト

すれば）個別の指導計画として位置づけることがで

きるであろう．

Ｖ．課題解決モデルの意義

本稿を終えるにあたって，課題解決モデルの通常

の学級での支援体制の意義について述べる．現在米

国においては，介入に対する反応Response to In-

tervention（以下RTI）の考え方が取り入れられるよ
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うになってきた（Vaughn& Klingener, 2007）．RTI

は多層的な支援体制のモデルであり，多くの児童に

よって占められる通常の学級での支援としての第１

層，通常の学級での集中的な対応としての第２層，

さらに個別的な学習などの支援を必要とする第３層

からなる．RTIも多層的な支援であり，多層的な支

援を想定している課題解決モデルと共通点が多く，

これまでのシステムに比較してより効率的であるこ

とが評価されてきた（Marston, Reschly, Lau,Myus-

kens,& Canter, 2007）．

したがって，わが国においてもRTIのように普通

に教えたときの進捗状況をモニターすることで，学

習につまずきのある児童生徒をより評価しやすくな

るであろう．そのためには，わが国においてもRTI

や課題解決モデルで用いられているようなカリキュ

ラムに基づく尺度（Curriculum Based Measure-

ment: CBM）の開発が必要であろう．
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